
件

埼玉県深谷市国 町端 24-15 (仮 換地済)

9.5-9.8 nl

6条 (深谷都市計画事業国済寺土地区画整理事業) 農地法第 5条 (転用を伴う権利移転の届出) 景観
法第 16条 埼玉県景観条例 水防法第 15条 (浸水想定区城) 都市再生特別措置法第88条 。第 10
8条 (立地適正化計画) 深谷市特別工業地区条例

*別葉「補足説明事項J参照

施 設 整 備 状 況

・宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定については、深谷市に確認ください。
・本地は、「深谷都市計画事業国済寺土地区画整理事業施行地区」内に所在する仮換地「54街区7画地Jであるため、

は、若千の面積の増減及び清算金が生じることがある。
・本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外のため、本地で一定規模以上の開発、建築

為、及び一定規模以上の誘導施設の開発、建築行為を行う場合には深谷市に届出が必要である。
。本地は、深谷市ハザー ドマップにおいて、浸水想定区域に該当している。 (詳細は、入札案内書「18.特約条項及

・土地履歴調査の結果、本物件においては、地下埋設物の存在は否定できなかつた。また、土壊汚染の可能性があ
る。 (詳細は、入札案内書「18.特約条項及び資料の閲覧J参照。)

・土壌汚染概況調査の結果、本物件においては、土壊汚染は確認されなかった。 (詳細は、入札案内書「18.特約条
頁及び資料の関覧J参照。)

・地下埋設物調査 (ボーリング調査)の結果、本物件においては、アスファル トガラ等の地下埋設物の存在が確認さ
ている。 (詳細は、入札案内書「18.特約条項及び資料の閲覧」参照。)

なお、埋設物はボーリング調査の結果によるものであるので、調査地点以外から異なる埋設物が出る場合がある。
。本地の南東方約2.4kmには、航空自衛隊熊谷基地がある。

法令に基づく諸条件についての調査確認を行つてください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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埼玉県深谷市国済寺字町端24-15

単位 :メ ー トル
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※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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